
、

Ｊ
Ａ
全
農
山
形
は
８
日

令
和
５
年
産
米
の
概
算
金

（

）

。

１
等
米

㌔
を
決
定

60

こ
れ
を
受
け
、
Ｊ
Ａ
庄

内
た
が
わ
で
は
、
Ｊ
Ａ
全

農
概
算
金
か
ら
、
米
販
売

手
数
料
と
検
査
手
数
料
等

を
控
除
し
、
生
産
者
概
算

金
を
発
表
し
ま
し
た
。

昨
年
比
で
「
雪
若
丸
」

と
「
は
え
ぬ
き
」
は
１
１

０
０
円
引
き
上
げ
「
つ
や

、

姫
」
は
据
え
置
き
と
し
ま

し
た
。

、

Ｊ
Ａ
庄
内
た
が
わ
で
は

全
農
の
概
算
金
か
ら
控
除

す
る
手
数
料
を
、
５
０
０

円
か
ら
６
０
０
円
に
引
き

上
げ
た
た
め
、
Ｊ
Ａ
鶴
岡

な
ど
他
農
協
よ
り
概
算
金

が
１
０
０
円
低
く
な
り
ま

し
た
。（

）

２
頁
へ
つ
づ
く
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（月２００円程度）
9月 25人 14,680円
8月 32人 33,900円

農協の米概算金
ササニシキ

西暦 年度 仮渡金

1985 60 19,603円21世紀に向けての農政の基本方針、プラザ合意、山形県が米10㌃当収量日本一613㎏

1986 61 19,601円チェルノブイリ原子力発電所事故（4/26）、ガット・ウルグアイラウンド開始

1987 62 18,487円水田農業確立対策（麦・大豆等一般作物の転作補助金５万円/10㌃）、食料自給率50％

1988 63 17,672円牛肉、オレンジ輸入自由化決定

1989 元年 20,000円消費税３％導入、ベルリンの壁崩壊

1990 ２ 19,000円自主流通米価格形成機構設立（入札制度開始）、バブル経済崩壊

1991 ３ 19,000円はえぬき牛肉・オレンジ輸入自由化、農政審「新政策」、湾岸戦争、ソ連消滅

1992 ４ 19,000円 19,000円地球環境サミット　農協の愛称「ＪＡ」

1993 ５ 21,200円 20,700円大冷害、12.24細川内閣GATT合意、農業経営基盤強化促進法（認定農業者制度）

1994 ６ 19,300円 19,100円ＷＴＯ協定

1995 ７ 18,000円 17,800円阪神淡路大震災、ＭＡ米輸入開始、食管法廃止、食糧法制定、住専問題、JA庄内たがわ合併

1996 ８ 17,500円 17,200円病原性大腸菌「Ｏ157 」による食中毒が全国各地で発生

1997 ９ 15,500円 15,200円消費税３％から５％へ、長期のデフレ経済に突入

1998 10 15,200円 15,200円自主流通米値幅制限廃止、食料自給率40％

1999 11 15,000円 15,000円食料・農業・農村基本法制定(価格政策から所得政策への転換）

2000 12 12,600円 12,600円中山間地域等直接支払制度、食料・農業・農村基本計画（2010年度に食糧自給率45％目標）、加藤の乱(11月)

2001 13 13,800円 13,000円米国同時多発テロ（9/11）、米の対テロ・ｱﾌｶﾞﾝ戦争(10/7)、小泉政権の構造改革路線

2002 14 13,400円 12,800円米政策改革大綱（市場重視、需給情報に基づき農業団体が生産数量配分）

2003 15 17,000円 17,000円冷害、食糧庁廃止、小泉・三位一体の改革始まる、ＢＳＥ感染牛確認、米のイラク戦争(3/20)

2004 16 11,800円 12,000円改正食糧法施行で流通規制の撤廃、売れる米づくり、新潟県中越地震（10/23）

2005 17 12,200円 12,400円新たな食料・農業・農村基本計画の制定、農林水産関係予算３兆円割る、平成大合併で鶴岡市６市町村合併

2006 18 11,700円 11,700円経営所得安定対策等大綱の決定（担い手への施策の集中化）、食料自給率40％割り込む

2007 19 10,000円 10,000円品目横断、農地・水・環境対策、34万㌧緊急政府買入、全農18年産米飼料処理

2008 20 12,300円 12,300円 つや姫 新潟県中越沖地震(7/16)、ﾘｰﾏﾝ・ｼｮｯｸ(9/15)、国際的な食料価格高騰、12月の1億2809万9千人をピークに人口減少へ

2009 21 12,300円 12,300円13,000円民主党政権(9月)、米関連３法(米粉・エサ米、トレサビ、改正食糧法)、農地法改正

2010 22 8,800円 9,000円11,500円米戸別所得補償モデル対策(H23から畑作含め農業者戸別所得補償制度)10㌃当1万5000円

2011 23 10,500円 10,500円14,100円３・11大震災・福島原発事故、米穀価格形成センター廃止、米軍のイラク撤退(12/15)

2012 24 12,500円 12,500円15,500円国際協同組合年、人・農地プラン、青年就農給付金、第2次安倍政権(12月)

2013 25 11,000円 11,000円13,700円戸別所得補償から経営所得安定対策へ、規制改革会議、農地中間管理機構(12月)

2014 26 8,500円 8,500円12,500円消費税8％ 10㌃当7500円(4月)、経営所得安定対策 、多面的機能支払など日本型直接支払い、国際家族農業年に削減

2015 27 10,000円 10,000円15,000円農協法改正・農業委公選制廃止(16.4施行)、日豪EPA(1/15)、戦争法(9/19)、TPP大筋合意(10/5)

2016 28 11,000円 11,000円15,000円TPP署名(2/4),熊本地震(4/14-),参院選(7/10)野党統一,規制改革推進会議(9/7),食料自給率38％

2017 29 12,000円 12,000円15,200円 種子法廃止など農業改革８法,日欧EPA妥結(12月),国連総会で2019年から｢家族農業の10年｣採択雪若丸

2018 30 12,400円 12,400円15,500円 13,100円西日本豪雨(6/28-7/8),弾丸台風(9/5)・胆振東部地震(9/6),TPP11発効(12/30), 自給率37％7500円廃止,

2019 元年 12,500円 12,500円15,800円 13,400円収入保険,日欧EPA発効(2/1),山形県沖地震M6.7(6/18),JA全中一般社団法人(9/30), (10月),自給率38%消費税10%

2020 ２ 11,700円 11,700円15,800円 12,400円日米貿易協定(1/1),新たな食料・農業・農村基本計画(3/31),新型コロナで緊急事態宣言(4/7),自給率37％

2021 ３ 9,500円 9,500円15,300円 10,100円日英EPA発効(1/1),凍霜害(4/11)・雹害(5/26),みどりの食料ｼｽﾃﾑム戦略(5月),米軍のｱﾌｶﾞﾝ撤退(8/30),自給率38%

2022 ４ 10,500円 10,500円15,800円 11,100円
RCEP発効(1/1),ﾛｼｱのｳｸﾗｲﾅ侵攻(2/24),円安原油高,資材価格高騰(3月～),みどりの食料ｼｽﾃﾑ法施行(7/1),安倍元首

相銃撃死(7/8),食・農・農村基本法見直しと食料安保強化指示(9/9),労働者協同組合法施行(10/1),鶏ｲﾝﾌﾙ(12/8)

2023 5 11,600円 11,600円15,800円 12,200円
鶴岡市ｵｰｶﾞﾆｯｸﾋ゙ ﾚｯｼﾞ宣言(3/31),ＪＡ全農の新会長にＪＡ山形中央会長の折原敬一氏(7/28),食料自給率38%(8/8),

福島原発汚染水放出(8/24),酷暑で鶴岡市農作物高温対策本部(8/25)，新規就農者4万5840人で初の5万人割れ(8/30)

令和５年産米　農協概算金単価表

JA庄内たがわ9/8発表/他農協より100円安

品種 R5 R4 増減

はえぬき 11,600円 10,500円 1,100円

ひとめぼれ 11,600円 10,500円 1,100円

コシヒカリ 12,000円 10,900円 1,100円

ササニシキ 11,600円 10,500円 1,100円

つや姫 15,800円 15,800円 0円

雪若丸 12,200円 11,100円 1,100円
※一般米はＪＡ米対比で△300円 

※等級間格差２等＝１等より△600円、 
　　　　　　３等＝２等より△1,000円

米
概
算
金
１
１
０
０
円
上
げ

Ｊ
Ａ
庄
内
た
が
わ

販
売
手
数
料
も
増



（

）

前
頁
か
ら
つ
づ
き

Ｊ
Ａ
庄
内
た
が
わ

は
、
農
協
直
接
販
売
米

の
手
数
料
引
き
上
げ

で
、
農
直
米
の
販
売
強

化
と
そ
の
必
要
経
費
を

確
保
し
、
農
家
所
得
の

増
大
を
目
指
す
と
し
て

い
ま
す
。

Ｊ
Ａ
庄
内
た
が
わ
の

農
直
米
は
、
全
体
の
約

５
割
を
占
め
、
全
農
委

託
販
売
と
比
べ
、
約
３

０
０
円
高
で
取
引
を
実

現
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
。

概
算
金
は
、
秋
田
県

が
１
０
０
０
円
増
（
９

／
８
、
宮
城
県
が
１

）

２
０
０
円
増
（
９
／

８
、
福
島
県
が
１
３

）
０
０
円
～
１
９
０
０
円

増
（
９
／

、
岩
手

）
11

県
が
１
４
０
０
円
増

（
９
／

）
で
す
が
、

12

一
方
、
新
潟
県
は
高
価

格
帯
苦
戦
で
２
０
０
円

増
（
８
／

）
で
す
。
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▲
い
け
な
い
点
は
、
行
政

不
服
審
査
法
を
使
っ
た
こ

と
だ
。
こ
の
法
律
は
、
個

人
と
行
政
と
に
い
さ
か
い

が
起
き
た
時
に
、
個
人
を

救
済
す
る
審
査
を
す
る
為

の
法
律
で
、
最
高
裁
が
こ

れ
を
使
っ
た
こ
と
は
、
立

法
の
精
神
を
考
え
な
い
無

茶
を
し
た
と
し
か
言
い
よ

う
が
な
い
と
い
う
事
。

▲
県
が
国
の
設
計
変
更
を

認
め
な
か
っ
た
の
は
、
軟

弱
地
盤
の
力
学
試
験
を
し

て
い
な
い
点
も
あ
る
ん
だ

が
、
判
決
は
こ
れ
に
触
れ

て
い
な
い
ん
だ
と
。
だ
か

ら
最
高
裁
は
、
工
事
が
成

り
立
つ
か
ど
う
か
は
考
え

な
い
で
、
県
は
国
の
言
う。

事
を
聞
け
・
と
い
う
事
だ

地
方
自
治
を
認
め
な
い
無

茶
と
い
う
し
か
な
い
。

▲
し
か
も
、
水
面
下
ｍ
90

の
工
事
と
な
る
と
、
今
の

技
術
で
は
、
ｍ
ま
で
し

70

。

か
出
来
な
い
ん
だ
っ
て
サ

耐
震
基
準
は
、
空
港
基
準

で
は
な
く
、
港
湾
基
準
を。

使
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
ヨ

こ
れ
で
完
成
し
た
空
港
は

果
た
し
て
？
（
石
川
）

村
会
と
郡
の
共
有
と
思
わ

れ
る
。

郡
会
は
正
規
に
制
定
さ、

て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て

一
郡
連
合
会
と
の
関
係
で

は
力
が
弱
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
記
事
の

日
付
以
前
に
議
事
堂
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、
明
治

年
頃
建
設
の

14

郡
役
所
の
裏
に
建
っ
て
い

写
真

た
建
物
で
あ
ろ
う
。(

)

の
枠
組
み
部
分
拡
大
図

『
保
存
修
理
工
事
報
告

書
』
掲
載
年
表
は
、
郡
役

所
と
郡
会
議
事
堂
建
設
を

記
し
て
い
る
。
郡
会
議
事

東
田
川
史
跡
物
語

現
存
郡
会
議
事
堂
の
前
身

青
山

崇

後
山
新)

、
出
羽
新
聞(

以

後
出
羽
新)

の
記
事
で
あ

る
。出

羽
新(

明
治

年
８
月

19

日)

は
、
連
合
村
会(

一

22郡
連
合
会)

は
「
共
有
議

、

事
堂
」
を
仮
郡
役
所
に
貸

す
こ
と
に
決
定
「
共
有
議

。

事
堂
」
と
は
ど
う
い
う
も

の
か
説
明
が
な
い
が
、
当

時
力
の
あ
っ
た
一
郡
連
合

位
置
、
築
年
な
ど
は
不
明

で
、
諸
資
料
か
ら
ヒ
ン
ト。

を
え
て
解
明
を
進
め
た
い

『
保
存
修
理
工
事
報
告

書
』
掲
載
の
山
形
新
聞(

以

空
港
は
果
た
し
て

赤
信
号
み
ん
な
で
渡
れ

ば
怖
く
な
い
・
の
部
類
と

言
う
べ
き
か
。
そ
れ
は
国

が
沖
縄
県
に
出
し
た
、
辺

野
古
埋
め
立
て
工
事
の
異

議
申
し
立
て
に
対
す
る
最

高
裁
の
判
決
の
事
。

、

▲
判
例
と
し
て
残
る
か
ら

誰
が
い
つ
出
し
た
・
と
い

う
事
で
、
長
く
批
判
の
的

に
な
る
で
あ
ろ
う
と
は
、

俺
の
推
測
だ
。
全
く
持
っ

て
、
よ
く
も
こ
ん
な
判
決

を
出
し
た
も
の
だ
と
可
哀

そ
う
に
思
う
ん
だ
。
こ
れ

は
、
司
法
の
独
立
を
捨
て

て
、
司
法
が
行
政
に
忖
度

し
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い

判
決
だ
か
ら
だ
。

▲
し
か
も
、
小
法
廷
５
人

全
員
の
考
え
だ
と
い
う
か

ら
、
み
ん
な
で
渡
れ
ば
・

と
い
う
事
に
な
る
が
、
反

対
が
一
人
も
い
な
か
っ
た

。

。

と
は
ネ
～
時
代
か
ナ
～

裁
判
所
ま
で
が
、
国
に
逆

ら
っ
て
は
ダ
メ
・
を
国
民

に
教
え
よ
う
と
す
る
も
の

に
も
見
え
る
ん
だ
が
。

当
史
跡
で
は
、
現
存
郡

会
議
事
堂
築
年
は
１
９
０

３
（
明
治

）
年
頃
と
さ

36

れ
て
い
る
が
確
定
で
は
な

。

、

い
前
身
議
事
堂
の
有
無

5,000

10,000

15,000

20,000

92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ＪＡ米概算金の推移
円/60kg1俵

はえぬき

つや姫

雪若丸

、

堂
建
立
の
信
憑
性
が
高
く

火
災
か
ら
も
免
れ
た
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
、
平
屋
建
て
で

県
指
示
に
遠
く
、
現
存
郡

役
所
建
築
前
後
に
改
築
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
、
出
羽
新(

明
治

年
６
月

日)

の
記
事
、

24

20

久
我
尼
宮
の
休
憩
所
と
も

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
同
宮
は
、
平
安
後

期
か
ら
の
由
緒
で
、
明
治

に
は
華
族
。
戦
後
女
優
と

な
っ
た
久
我
美
子(

く
が
よ

し
こ)

は
、
こ
こ
の
出
で
異。

色
と
し
て
話
題
に
な
っ
た


